
 

 

      いじめに係わる行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童生

徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。 

 

（４）資料の保管 

 ・アンケートの質問票の原本等の一次資料の保管期間は最低でも当該児童生徒が卒業

するまでとし、アンケートや聴取の結果を記録した文書等の二次資料及び調査報告

書は、指導要録との並びで保管期間を５年とする。  

 

７ 学校評価における留意事項  
  ・いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、

学校評価において次の３点を加味し、適正に学校の取組を評価する。 

①いじめが起きにくい・いじめを許さない環境作りに関すること 

②いじめの早期発見の取組に関すること 

③いじめの再発を防止するための取組に関すること 

 

８ 個人情報等の取扱い  
○ 個人調査（アンケート等）について 

  ・いじめ問題が重大事態に発展した場合は、重大事態の調査組織においても、アンケ

ート調査等が資料として重要となることから、５年間保存する。 

  ・児童の引継ぎファイルを作成し、中学校へ引き継ぐ。 

      

９ いじめ防止等のために家庭が果たす役割  
子どもの成長にとって、家庭教育の役割は極めて重要である。保護者は子どもに対し

て、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和の

とれた成長・発達を促すよう努める。そのためには、保護者が子供の教育に対する責任を

自覚し、愛情をもって育てることが大切である。学校では、以下の事項について様々な機

会を通じて、保護者等への広報啓発活動を実施し、いじめの防止等について支援する。 

（１） 保護者の責務 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 未然防止と早期発見 

・子どもの話に耳を傾け、「認める」「ほめる」「叱る」ことを通して、子どもにきまり

を守るなどの「規範意識」を身に付けさせるように努める。 

・授業参観、家庭教育学級等のＰＴＡ活動に積極的に参加しながら、子どもをどのように

教育していけばよいかについて学習を深める。 

・子どもの話に耳を傾け、子どものよさを認めるなどして、子どもの理解に努める。 

・学校と日頃から連絡を取り合うとともに、授業参観や学級懇談、家庭教育学級等の

機会を利用しながら、子どもの学校生活の把握に努める。 

・市や学校、地域社会等が講じるいじめの防止等のための取組に協力する。 

・情報モラルの理解に努め、子どもがインターネット利用の社会的ルールやマナーな

どを身に付けられるよう努める。 


